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本マニュアルの位置付け

●位置付け

「川崎市市制100周年記念事業ロゴマーク使用マニュアル」は、個人、企業、団体

が、市制100周年又は市制100周年記念事業をPRする目的、又は市制100周年

記念事業の実施において、川崎市市制100周年記念事業ロゴマーク（以下「100周

年ロゴ」という。）を使用する場合の使い方を定めるものです。

チラシ、パンフレット、ポスター、名刺、封筒、袋、包装材、シール、WEBページ、

SNS、ユニフォーム等に100周年ロゴとブランドメッセージロゴをぜひご活用いただき、市

制100周年のPRに御協力ください。
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ロゴ使用期間

●ロゴの使用期間

2023年5月31日から2025年３月31日まで
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市制100周年記念事業ロゴマーク使用例

①市制100周年記念事業ロゴマーク

＋川崎ブランドメッセージロゴマーク

②市制100周年記念事業ロゴマーク（横）

＋川崎ブランドメッセージロゴマーク

※市制100周年記念事業ロゴマークは、

原則、川崎市ブランドメッセージロゴマーク（Aタイプ）と

組み合わせて使用します。
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使用条件

●原則、川崎市市制100周年や市制100周年記念事業のＰＲのために使用する場合に限り、ロゴマー
クを使用することができます。

ただし、次に該当する場合は使用できません。

(１) 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合

(２)市や市制100周年記念事業の信用又は品位を害するものと認められるとき

(３)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律77号）第２条第２項に規定する暴力団又は暴力

団の構成員と認められる者が関しているとき

(４)特定の個人又は団体の営利もしくは宣伝のみを目的とするとき

(５)消費者の利益を害すると認められるとき

(６)その他会長が不適当と認めるとき

●緑化フェアのロゴ利用については、全国都市緑化かわさきフェアの公式ウェブサイトを

御確認ください。（9/1時点では準備中）

https://green-for-all-kawasaki2024.jp/

●企業、団体での使用にあたっては、川崎市又は実行委員会の広報物等と混同されないために、

「株式会社○○は川崎市市制100周年を応援しています」等の一文をロゴマークと共に明記してください。

https://green-for-all-kawasaki2024.jp/
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企業ロゴ等を合わせた使用例

B社は、川崎市市制100周年記念事業を応援しています。

A社

ロゴ

A社は、川崎市市制100周年記念事業を応援しています。

B社

ロゴ

C社は、川崎市市制100周年を応援しています。

C社

ロゴ
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特殊使用例①

【背景色を入れる場合】

文字はある程度読めるがロゴの一部がまぎれる
色の対比が明確になり赤が浮き出て見える→NG

×

〇

背景とロゴのまぎれがない
文字がはっきり読める→OK

背景色は白だけに限るものではありませんが、ロゴや文字の視認性が確保できないもの
は使用できません。
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特殊使用例②

【写真を背景とする場合】

〇 〇

透過の白を重ねた場合 不透明の白を重ねた場合

写真の背景に載せる場合には、背景に透過の白を重ねると違和感なくなじみます。

また、不透明の白を重ねて、背景は背景、ロゴはロゴと切り分けて使用することも可能です。
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使用禁止例

【使用できない背景色】

協賛金特典限定の背景色になるため、以下のものは使用できません。

プラチナロゴ ブロンズロゴシルバーロゴゴールドロゴ
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使用にあたっての手続き

STEP1:川崎市市制100周年記念事業公式ウェブサイトのロゴマーク素材集
からロゴデータ等をダウンロードする。https://kawasakicity100.jp

（1）次の項目についてフォームに入力

①使用目的 ※マークに沿える文言含む / ②使用方法（使用見本を添付）/

③使用場所及び製作数量 / ④使用期間

⑤届出者の事業概要（設立目的、構成者、事業概要）

〇「川崎市市制100周年記念事業ロゴマーク使用届出書（ひな形）」の提出（別添）でも可能です。
※実行委員会参画団体主催事業、パートナー主催事業の実施に伴う使用については本手続きは不要です。
（ただし公式ウェブサイトより実行委員会参画団体主催事業、パートナー主催事業の登録が必要となります。）

STEP3:使用開始

STEP2：次の事項を記載し、使用前に実行委員会事務局にロゴフォームより連絡する。

《連絡先メールアドレス》

川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア実行委員会事務局
17skinen@city.kawasaki.jp

※使用に当たっては、事前の届出が必要です。

※内容を確認した上、必要に応じて実行委員会から使用方法の調整や使用の停止を求める場合があります。

https://kawasakicity100.jp/
mailto:17skinen@city.kawasaki.jp
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使用にあたっての注意点①

●使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(１) 定められた色、形等を正しく使用すること。

※詳細な取扱いは、デザインマニュアルを確認してください。

(２) 届出をした内容に限って使用すること。

(３) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用しないこと。

(４) 各種法令を遵守すること。

(５) 実行委員会が必要に応じて行う照会に応じること。
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使用にあたっての注意点②

最小単位 余白スペース３cm以上

・ロゴの周囲に余白を設定
・このスペースは他の要素を入れない

●最小単位・余白スペース【市制100周年記念事業ロゴマーク】
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使用にあたっての注意点②

最小単位 余白スペース2.7cm以上

２７ｍｍ

・ロゴの周囲に余白を設定
・このスペースは他の要素を入れない

●最小単位・余白スペース【川崎市ブランドメッセージロゴマーク】

0.5A

0.5A

0.5A0.5A

A
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使用にあたっての注意点③

使用禁止例

●使用禁止例【市制100周年記念事業ロゴマーク】
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使用にあたっての注意点③

●使用禁止例【川崎市ブランドメッセージロゴマーク】

〇変形させる・画質が荒い場合

〇ロゴ・メッセージをアレンジする

〇ロゴと文字の組み合わせの位置を変える等

※その他川崎市ブランドメッセージロゴマークの使用については

川崎市ホームページトップ「川崎の魅力みどころ」→川崎こんなまち「ブランドメッセージ」

→「ブランドメッセージの利用について」中の「使用する場合の注意事項」

http://www.city.Kawasaki.jp/170/page/0000079894.html

をご参照ください。

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000079894.html
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その他事項

（１）マークの使用に起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する

責任を負い、川崎市及び実行委員会は一切の責任を負いません。

（２）マークの使用に関する一切の権利は、川崎市に属します。

（３）川崎市ブランドメッセージのロゴマークの単独利用については、「川崎市ブランド

メッセージ使用要領」の適用を受けますので、別途申請が必要となります。
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000079894.html

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000079894.html
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お問合せ先

川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア実行委員会事務局

市制100周年記念事業担当

TEL：044（200）1451、1574

mail：17skinen@city.kawasaki.jp

mailto:17skinen@city.Kawasaki.jp

